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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精細家具画像生成
手段と、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前記家具に適した１ま
たは２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示す
る周辺家具類表示手段と、前記表示された周辺家具類のいずれか１を指定する入力を受け
入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内を、あらかじめ定められ
たテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示手段と、前記表示された室内のいずれ
か１を指定する入力を受け入れたのち、前記指定された周辺家具類及び前記指定された室
内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前記周辺家具類とが前記室内に
設置されたカタログ画像を生成する生成手段とを備えており、前記家具は、色、材質、形
態、サイズを任意に構成できる自由設計家具であり、前記周辺家具類の特定にあたっては
、選択可能な周辺家具類の範囲が前記自由設計家具の横幅により限定されるものであり、
前記室内の特定にあたっては、選択可能な室内の範囲が前記自由設計家具のサイズにより
限定されるものであることを特徴とする家具カタログ生成装置。
【請求項２】
　前記室内は、前記家具を設置する基準位置と前記家具を設置可能な範囲とがあらかじめ
定められていることを特徴とする請求項１に記載の家具カタログ生成装置。
【請求項３】
　前記家具の精細三次元画像を生成するにあたり、前記精細三次元画像に貼り付ける精細
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テキスチャ画像に、家具近傍または家具内部に置かれた物の画像をあらかじめ含めておく
ことを特徴とする請求項１または２に記載の家具カタログ生成装置。
【請求項４】
　家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精細家具画像生成
ステップと、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前記家具に適した
１または２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表
示する周辺家具類表示ステップと、前記表示された周辺家具類のいずれか１を指定する入
力を受け入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内の画像を、あら
かじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示ステップと、前記表示
された室内のいずれか１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺家具類及び前記
指定された室内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前記周辺家具類と
が前記室内に設置されたカタログ画像を生成する生成ステップとからなり、前記家具は、
色、材質、形態、サイズを任意に構成できる自由設計家具であり、前記周辺家具類の特定
にあたっては、選択可能な周辺家具類の範囲が前記自由設計家具の横幅に応じて限定され
るものであり、前記室内の特定にあたっては、選択可能な室内の範囲が前記自由設計家具
のサイズに応じて限定されるものであることを特徴とする家具カタログ生成方法。
【請求項５】
　家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精細家具画像生成
ステップと、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前記家具に適した
１または２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表
示する周辺家具類表示ステップと、前記表示された周辺家具類のいずれか１を指定する入
力を受け入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内の画像を、あら
かじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示ステップと、前記表示
された室内のいずれか１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺家具類及び前記
指定された室内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前記周辺家具類と
が前記室内に設置されたカタログ画像を生成する生成ステップとを、コンピュータに実行
させるものであり、前記家具は、色、材質、形態、サイズを任意に構成できる自由設計家
具であり、前記周辺家具類の特定にあたっては、選択可能な周辺家具類の範囲が前記自由
設計家具の横幅に応じて限定されるものであり、前記室内の特定にあたっては、選択可能
な室内の範囲が前記自由設計家具のサイズに応じて限定されることを特徴とする家具カタ
ログ生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、任意に構成されたオーダーメイド家具が、もっとも引き立つようにして室内
に設置された状態を見せることができ、それにより需要者の購入意欲を刺激できる、オー
ダーメイド家具のカタログＣＧを自動生成するシステム、または自動生成する方法等に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オーダーメイドで一品製作の家具は、設計・製作に手間がかかり高価で入手が困
難であったが、近年、家具設計を自動化することで安価で容易に入手できるようにする各
種の試みが行われている。例えば、特許文献１には、家具のサイズを一定範囲内で変更で
き、変更後の家具の仕上がりを画面で確認でき、容易にオーダー家具が製作できる家具製
作サポートシステムが開示されている。また、特許文献２には、あらかじめ定義されたユ
ニットとパーツの組み合わせ方及びサイズデータの受け入れにより、複数種類の部材の組
み合わせで構成される、例えば家具のごとき物品の設計支援システムが開示されている。
これらの技術によれば、様々な色、材質、形態、サイズの家具を、コンピュータ上で自由
に設計することが可能になる。
【０００３】
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　しかし、上記のようなシステムにより設計・製作できるオーダーメイド家具（以下、自
由設計家具またはＦＭ家具と言うことがある）の有する多様さを、消費者が直感的に理解
するのはなかなかに困難である。特に、オーダーメイド家具では、色や材質のみならずサ
イズや形態まで変化しうるためバリエーションが極めて多い。そのため、家具の具体的設
置例の写真が印刷された魅力的なカタログを作成するのは困難と言わざるを得ない。例え
ば、家具のパターンごとの数種類をカタログに表示するだけでは、消費者は、オーダーメ
イド家具と従来の家具との違いがわからず、わざわざオーダーメイド家具を購入するだけ
の魅力を感じにくい。
【０００４】
　ところで、既製家具や収納棚等を実際の室内に設置する前に、その実際の室内をデジタ
ルカメラで撮影などし、これに基づいて実際の室内に対応する仮想的三次元空間をコンピ
ュータ内に構成し、その仮想空間に家具画像を配置することで、家具が実際の室内に設置
可能かどうかをあらかじめシミュレーションする発明が複数開示されている（例えば、特
許文献３～５参照）。しかし、これらは単に、既存の室内における家具の位置合わせや寸
法合わせの確認をしているだけにすぎない。そのため、従来の家具カタログに掲載されて
いるような、家具を引き立たせ、家具の魅力を引き出すような設置例とはいえず、このよ
うな設置例をそのまま消費者に提供しても、消費者の購入意欲を刺激することは困難であ
る。
【０００５】
　また、従来の住宅の新築やリフォームの場合には、まず室内の床材や壁紙などの内装が
優先して決定され、その後にその内装に合わせて自由設計家具が選択・設計されるという
順序になるのが通常である。つまり、家具は内装の二の次であるから、家具を引き立たせ
ることは難しくなる。さらに、オーダーメイド家具の色調やデザインの選択の自由度が大
きすぎるため、個々の室内の内装に合わせて魅力的な家具の選択を行うのは、デザインの
素人である一般消費者にとって意外に困難なのが実情であった。
【特許文献１】特願平９－２８５５８０号公報
【特許文献２】ＷＯ０１／００９７７８号国際公開公報
【特許文献３】特開２００２－３１８９２６号公報
【特許文献４】特開２００２－３５２２５９号公報
【特許文献５】特開２００４－５１９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、任意に構成される自由設計家具の各々に対して、消費者の購入意欲を刺激す
る魅力的な設置例を示すカタログＣＧを、オンデマンドで生成できる生成装置や生成方法
等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明の第１は、家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精
細家具画像生成手段と、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前記家
具に適した１または２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選
択可能に表示する周辺家具類表示手段と、前記表示された周辺家具類のいずれか１を指定
する入力を受け入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内を、あら
かじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示手段と、前記表示され
た室内のいずれか１を指定する入力を受け入れたのち、前記指定された周辺家具類及び前
記指定された室内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前記周辺家具類
とが前記室内に設置されたカタログ画像を生成する生成手段とを備えたことを特徴とする
家具カタログ生成装置である。
【０００８】
　ここで、前記室内は、前記家具を設置する基準位置と前記家具を設置可能な範囲とがあ
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らかじめ定められていることは好ましい。また、前記家具の精細三次元画像を生成するに
あたり、画像に貼り付ける精細テキスチャ画像に、家具近傍に置かれた物の画像をあらか
じめ含めておくことことは好ましい。
【０００９】
　発明の第２は、家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精
細家具画像生成ステップと、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前
記家具に適した１または２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定
し選択可能に表示する周辺家具類表示ステップと、前記表示された周辺家具類のいずれか
１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内
の画像を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示ステッ
プと、前記表示された室内のいずれか１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺
家具類及び前記指定された室内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前
記周辺家具類とが前記室内に設置されたカタログ画像を生成する生成ステップとからなる
ことを特徴とする家具カタログ生成方法である。
【００１０】
　発明の第３は、家具の設計データを受け入れ、当該家具の精細三次元画像を生成する精
細家具画像生成ステップと、前記設計データから特定される前記家具の特徴点により、前
記家具に適した１または２以上の周辺家具類を、あらかじめ定められたテーブルから特定
し選択可能に表示する周辺家具類表示ステップと、前記表示された周辺家具類のいずれか
１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺家具類に適した１または２以上の室内
の画像を、あらかじめ定められたテーブルから特定し選択可能に表示する室内表示ステッ
プと、前記表示された室内のいずれか１を指定する入力を受け入れ、前記指定された周辺
家具類及び前記指定された室内と前記生成された高精細三次元画像とから、前記家具と前
記周辺家具類とが前記室内に設置されたカタログ画像を生成する生成ステップとを、コン
ピュータに実行させることを特徴とする家具カタログ生成プログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　自由設計で構成された家具が引き立つように構成されたカタログＣＧを、オンデマンド
で構成することができ、購入者の家具購入意欲を増進することができる。家具のサイズや
色調が変化してもそれにぴったり合う室内内装や周辺家具が設定できるので、魅力的なカ
タログＣＧを提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態例を図面を参照しながら説明する。図１は、自由設計家具の
カタログ生成装置で実行されるカタログ生成方法の一連の処理を示したフローチャートで
ある。まず、クライアントにインストールされた自由設計家具の設計支援ソフトウェアを
用いて、任意のサイズの任意の部材を使用した自由設計家具が設計され、その設計データ
が、例えばインターネットを介して、サーバである自由設計家具のカタログ生成装置に受
信されて、図１の処理が開始される。なお、カタログ生成装置がスタンドアロンのコンピ
ュータであり、設計支援ソフトウェアが同じカタログ生成装置にインストールされていて
も良い。
【００１３】
　処理が開始されると、受信した自由設計家具の設計データから特定される家具の特徴点
に基づいて、その自由設計家具に、デザイン的に合う１種類または２種類以上の周辺家具
類の候補が、あらかじめ定められ格納されたテーブルから特定される（Ｓ１０ステップ）
。ここで、家具の特徴点とは、家具の見栄えに影響する家具の特性を言うが、具体的には
家具の種類（タンス、クローゼット、本棚、食器棚、リビングボード等）、家具全体の横
幅、全体の高さ、家具の正面部分等の目に触れる場所にもっとも使用されている色（以下
、基調色という）、主要な材質（硝子、木材、金属等）等が挙げられる。ここでは、以下
、説明の簡単化のために、家具の横幅と基調色とを特徴点として説明する。つまり、家具
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の横幅と基調色のそれぞれに関して、デザイン的に合う周辺家具類を複数種類特定するテ
ーブルがあらかじめ定められている。
【００１４】
　次に、このように特定された１または２以上の周辺家具類の画像が読み出されて、いず
れか１の周辺家具類を選択入力可能に画面構成されてクライアント端末に送信される（Ｓ
２０ステップ）。クライアント端末では、いずれか１の周辺家具類を、家具の購入予定者
または家具カタログの制作者等が指定して画面入力し、その指定結果がカタログ生成装置
に送信される。指定入力の結果をカタログ生成装置が受信すると（Ｓ３０ステップ）、選
択された周辺家具類にデザイン的に適する１または２以上の室内が特定される（Ｓ４０ス
テップ）。特定は、周辺家具類ごとにデザイン的に合う１または２以上の室内の候補が、
あらかじめ定められたテーブルを用いて行われる。
【００１５】
　なお、自由設計家具は、サイズが自由に設計できるため、室内に入りきらなかったり、
室内の大きさの割に家具が大きすぎてデザイン的に好ましくないことがあり得る。そのた
め、室内ごとに、室内に入れることができる家具の限界サイズがあらかじめ定められてお
り、その限界サイズが自由設計された家具のサイズより小さい室内は、候補から自動的に
除外される。
【００１６】
　上記のように、まず周辺家具類を特定してから室内を特定している。これは、消費者の
好みやライフスタイルをカタログ画像に的確に反映させるためと、デザイン的に家具を引
き立たせるためである。つまり、最初に家具に合わせて消費者に周辺家具類を選ばせ、そ
の周辺家具類に合わせて室内、すなわち室内の壁紙や床材を選択するようにすることで、
消費者の好むライフスタイルに合致したインテリアとすることが容易となる。壁紙や床材
の選択は比較的漠然としているため一般消費者には選択が難しいが、より具体的な周辺家
具類の選択であれば一般消費者でも好みを明確に意識しやすく、選択しやすいためである
。しかも、家具に合わせて周辺家具類を選択し、さらに室内を選択するのであるから、も
っとも家具が引き立つカタログ画像を得ることができる。これにより、消費者の家具購入
意欲を高めることが可能になる。
【００１７】
　室内が１または２以上特定されると、それらの室内画像が選択可能に画面構成されてク
ライアント端末に送信される（Ｓ５０ステップ）。クライアント端末では、いずれの室内
画像を選択するかを、家具の購入予定者または家具カタログの制作者等が指定して画面入
力し、カタログ生成装置に送信する。指定入力の結果はカタログ生成装置が受信する（Ｓ
６０ステップ）。
【００１８】
　これでカタログ画像を形成するための選択肢が確定したので、自由設計家具の設計デー
タからカタログに使用できる家具の精細三次元画像を形成する（Ｓ７０ステップ）。家具
の精細三次元画像は、設計データから家具の三次元画像を形成すると共に、設計データに
含まれる家具部材材質データから、その材質の高精細なテキスチャデータを先に形成した
三次元画像の該当部分に貼り付けることで生成される。精細三次元画像とは、カタログ類
に使用可能な程度の高精細の三次元画像を言う。精細三次元画像に貼り付けるテキスチャ
データには、家具部材の材質を表す画像だけではなく、材質の画像に、家具の天板上や棚
板上の家具の近傍付近や内部に置かれた本や人形等の置物の画像をあらかじめ含めるよう
にしておくと、カタログ画像の家具がよりリアルに見えて、消費者の購入意欲を増進でき
るため好ましい。
【００１９】
　次に、生成された家具の精細三次元画像と、先に選択された周辺家具類の画像と室内の
画像とを用いて、カタログ画像が生成される（Ｓ８０ステップ）。室内に家具を置く位置
及び家具の向きは、あらかじめ定められており、家具のサイズ変更がなされた場合に、室
内に置ける家具サイズの許容範囲もあらかじめ定められている。また、室内を見る視点位
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置も、デザイン的に家具がもっとも引き立つようにあらかじめ定められており、周辺家具
類の画像もあらかじめその視点に合うようになっている。さらに、室内を照らす光源の位
置もデザイン的に家具がもっとも引き立つようにあらかじめ定められている。このように
して各画像を組み合わせ、隠面消去等の必要な処理が行われてカタログ画像が生成される
。
【００２０】
　最後に、生成されたカタログ画像が、クライアント端末に送信されて（Ｓ９０ステップ
）、カタログ生成装置の処理が終了する。カタログ画像を受信したクライアント端末では
、事前に任意に設計した家具の設置例が、高精細でデザイン的に優れた三次元画像で、時
間を置かずに表示されるから、消費者の家具購入意欲が増進される。また、得られたカタ
ログ画像は、クライアントに送信するだけではなく、プリンタから印刷出力して紙のカタ
ログを実際に作成するようにして用いても良い。
【００２１】
　次に、このようなカタログ生成方法を実行するためのカタログ生成装置について説明す
る。図２は、カタログ生成装置を専用サーバ１として構成した場合の、制御面からみた概
略構成を示した図である。専用サーバ１は、ハードディスクのごとき記憶装置により構成
された記憶部２０と、ＣＰＵとＲＡＭ内に、記憶部から随時読み出されたプログラムとデ
ータとで構成された処理部１０と、インターネットに接続するための通信インターフェイ
ス３０と、キーボードやマウス等の入力装置３１と、ＣＲＴや液晶表示装置であるディス
プレイ３２と、プリンタ３３とが、必要なインターフェイスを介して共通バスで接続され
て構成されている。図３は、専用サーバ１とクライアント端末３～５が、インターネット
を介して随時通信可能に接続されている状態を示した図である。カタログ生成装置は、上
記のようにインターネット等のネットワークを介したクライアントサーバシステム等で構
成してもよいし、スタンドアローンのコンピュータとそれにインストールされた専用プロ
グラムとで構成してもよく、形式は特に制限されない。
【００２２】
　まず、専用サーバ１の記憶部２０から説明する。記憶部２０には、自由設計家具データ
２１、基調色－周辺家具類テーブル２２、横幅－周辺家具類テーブル２３、周辺家具類－
室内テーブル２４、周辺家具画像データ２５、室内画像データ２６、家具精細テキスチャ
データ２７、精細ＦＭ家具画像データ２８、精細カタログ画像データ２９、及びサーバの
動作に必要な各種のプログラム類やその他の画面情報類（図示していない）が格納されて
いる。
【００２３】
　自由設計家具データ２１は、家具設計支援ソフトウェアで自由設計家具が設計されて得
られた家具の設計データであり、特に形式は制限されないが、この例では、各部分の形状
、サイズ、位置、方向等が特定されたポリゴンデータの集合としている。また、設計デー
タのヘッダー部には、家具の種類や材質等の家具の特徴点を特定できるデータが含まれる
。ポリゴンデータの具体例のイメージを図４に３種類示す。（１）は、天井近くまで高さ
のある本棚の例であり、（２）は、硝子板の棚板を用いた飾り棚の例であり、（３）は、
高さが比較的低いリビングボードの例である。設計データには、家具部材の設計データも
含まれるが、カタログ生成のためには全体設計図が含まれていればよい。このような設計
データでは、各部材の材質や色は特定されているが、高精細なテクスチャデータは含めて
いない。設計段階から精細なテクスチャを画面表示するようにすると、処理が重くなりす
ぎて設計操作に支障が生じる。さらに、設計段階では家具が置かれる環境から家具が切り
離された状態とせざるを得ないから、精細なテキスチャを付してもあまり意味をなさない
ことによる。
【００２４】
　基調色－周辺家具類特定テーブル２２は、自由設計家具の目に見える部分のうちでもっ
とも大きい面積を占める部分の色である基調色ごとに、その色の家具にデザイン的に合う
周辺家具類を１または２種類以上を特定できるテーブルである。この例を図５に示す。１
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列に示された基調色のグループごとに、それに合うあらかじめ定められた周辺家具類（の
コード）が複数種類ずつ特定されて格納されている（説明を簡単にするため、基調色を４
種類だけとした）。このようなテーブルをあらかじめ用意しておくことで、デザイン的に
家具に似合わない周辺家具類の選択を事前に排除すると共に、消費者等の選択肢を少なく
しておくことで、カタログを見た場合の消費者等の迷い幅を少なくしつつ、消費者等の満
足度を高めることができる。
【００２５】
　横幅－周辺家具類特定テーブル２３は、自由設計家具の印象に大きな影響を与える家具
全体の横幅の複数の範囲に対して、それぞれにデザイン的に合う周辺家具類を１または２
種類以上ずつ特定するためのテーブルである。この例を図６に示す。ここでは、全体の横
幅が５０ｃｍと３ｍとを境にして周辺家具類を分類し、それぞれに関して合う周辺家具類
を選択できることにしている。これは、例えば、横幅の狭い自由設計家具に大きな周辺家
具類を合わせると、肝心の自由設計家具が引き立たなくなってしまうからである。このよ
うなテーブルをあらかじめ用意しておくことで、家具が引き立たない周辺家具類の選択を
あらかじめ排除すると共に、消費者等の選択肢を少なくしておくことで迷い幅を少なくし
、かつ消費者等が選択した満足感を引き出しやすくなる。
【００２６】
　周辺家具類画像データ２５は、自由設計家具を引き立たせるような１または複数の周辺
家具を配置した三次元の精細画像の集合であり、様々な自由設計家具の基調色や横幅に対
応して、デザイン的に合う画像を複数種類あらかじめ用意して格納している。周辺家具類
のコードごとに（説明を簡単にするため、コードは５種類だけとしている）、画像データ
のアドレスを特定したテーブルの例を図７に示す。また、周辺家具類画像の具体例を図８
に示す。図８の（１）は、手前におしゃれな椅子が三脚と硝子天板のローテーブルとを配
置した画像例であり、（２）は、右手にソファ、手前に造花をインテリアで配置した画像
例であり、（３）は、ＦＲＰ製のおしゃれな椅子が一脚だけ配置されたシンプルな画像例
である。なお、周辺家具類の画像は、後述する室内の視点や光源の位置と合致するように
してあらかじめ用意されている。
【００２７】
　周辺家具類－室内テーブル２４は、周辺家具類の各々に対して、デザイン的に合う内装
の室内のコードを特定するためのテーブルである。この例を図９に示す（説明を簡単にす
るため、室内コードは５種類だけとした）。それぞれのコードに対応する室内画像のアド
レスは図１０のテーブルで特定される。室内の精細三次元画像の例を図１１に示す。図１
１（１）は、鉄筋コンクリート建築物室内の何もない壁に向かって見た画像例である。上
下は天井と床である。（２）は、居間のコーナー部分を見た画像例であり、右端は硝子窓
である。（３）は、床面がタイル貼りの居室の壁を見た画像例である。
【００２８】
　室内のどこの部分に自由設計家具が配置されるかは、デザイン上、自由設計家具がもっ
とも引き立つようにあらかじめ決定されている。これを図１２により説明する。図１２は
、ある室内４０を上から見た図である。自由設計家具４１は、室内の壁面上に固定された
基点４３に、家具の四隅の一つを位置合わせし、それから図面に向かって右下方向に位置
するように配置される。その際、自由設計家具はサイズが自由に設計されるから、室内が
許容できる自由設計家具の大きさの範囲が、限界線４４であらかじめ規定されている。
【００２９】
　また、室内を見る視点は、３つのカメラ５０、５２、５３のいずれかのうち、もっとも
自由設計家具が引き立つ位置があらかじめ選択されている。さらに、照明光源の位置に関
しても同様にあらかじめ決定されており、通常の三次元ＣＧの手法に従って画像処理すれ
ばよい。
【００３０】
　家具精細テクスチャデータ２７は、自由設計家具で用いることができる部材の種類に対
応してあらかじめ用意されており、紙カタログ用に印刷した場合に、写真に見える解像度
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で用意しておくのが好ましい。また、家具精細テクスチャデータ２７には、棚や家具の上
に、時計、本、人形、写真、各種の装飾品等の置物を置いた状態に見えるようにしたテク
スチャデータを含めるのが好ましい。このようにすることで、よりリアル感の有る家具画
像が得られる。自由設計家具ではサイズ変更がなされるものの、棚板と棚板との間は、本
等が置けるようにするために一定の長さを保たねばならず、また、家具の上の空間も空い
ているのが通常であるから、このように処理しても特に支障は生じない。
【００３１】
　精細自由設計家具画像データ２８は、カタログ生成装置が、自由設計家具の設計データ
から三次元画像を構成し、次いで各部分に、設計に沿った精細テキスチャデータを貼り付
け、適宜隠面処理やシャドウイング処理等の必要な処理を施すことで生成された、自由設
計家具の三次元精細画像である。この例を図１３に示す。図１３（１）は、図４（１）の
設計データから生成された本棚の三次元精細画像の例である。図１３（２）は、図４（２
）の設計データから生成された飾り棚の三次元精細画像の例である。また、図１３（３）
は、図４（３）の設計データから生成されたリビングボードの三次元精細画像の例である
。
【００３２】
　精細カタログ画像データ２９は、周辺家具類画像データ、室内画像データ、精細自由設
計家具画像データを組み合わせて構成された精細三次元画像である。これが目的とするカ
タログＣＧとなる。この例を図１４に示す。図１４（１）は、図４（１）と図８（１）と
図１３（１）を組み合わせて構成された画像の例である。図１４（２）は、図４（２）と
図８（２）と図１３（２）を組み合わせて構成された画像の例である。図１４（３）は、
図４（３）と図８（３）と図１３（３）を組み合わせて構成された画像の例である。この
ように、家具がもっとも引き立つように、見るアングルと照明の仕方、周辺家具類の選択
と配置、及び室内の壁紙や床材等の内装の選択が、それぞれなされている。さらに、周辺
家具類等の選択は、個々の消費者の好みやライフスタイルを反映しているので、消費者の
購買意欲が増進される。
【００３３】
　次に、カタログ生成装置の処理部１０の機能について説明する。周辺家具類表示部１１
は、図１のフローチャートのＳ１０～Ｓ３０ステップを担当する。周辺家具類表示部１１
は、家具設計データを受信して記憶部２０に格納する（Ｓ７０ステップ）と、その自由設
計家具データ２１に含まれる基調色のデータを読み出して、図５の基調色－周辺家具類テ
ーブル２２から、デザイン的に好ましい周辺家具類のコードを読み出す。次いで、自由設
計家具データ２１に含まれる家具全体の横幅のデータを読み出して、図６の横幅－周辺家
具類テーブル２３から、横幅に合う周辺家具類のコードを読み出す。次いで基調色と横幅
の両方で読み出された周辺家具類の１または２以上のコードを特定し、これが、家具に合
う好ましい周辺家具類のコード群とする。
【００３４】
　次いで、これらのコード群と図７のテーブルから、対応する周辺家具類の画像データを
読み出し、消費者等が周辺家具類を選択できる画面を構成してクライアントに送信する。
なお、好ましい周辺家具類コードの数が無かった場合は、その旨のエラー信号をクライア
ントに返す。なお、特定される周辺家具類は、２種類～６種類程度とするのが、消費者の
迷いを減らし、かつ自ら選択したという満足感を与えられるため好ましい。数が多すぎた
場合には、ランダムに一定数選択して選択画面を構成すればよい。
【００３５】
　このように、まず、自由設計家具の基調色や横幅に合う周辺家具類をあらかじめ選択し
ているので、自由設計家具が引き立つカタログ画像が得られるようになる。また、消費者
の好みやライフスタイルが反映しやすい周辺家具類を選択できるようにすることで、消費
者が購入意欲を高めやすいカタログ画像を得ることが可能になる。
【００３６】
　室内表示部１２は、図１のフローチャートのＳ４０～Ｓ６０ステップを担当する。室内
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表示部１２は、周辺家具類コードの指定信号を受信したら（Ｓ４０ステップ）処理を開始
し、指定信号に含まれる１の周辺家具類コードを読み出して、記憶部２０に格納された図
９の周辺家具類－室内テーブル２４から、選択された周辺家具類に合う室内のコードを複
数種類読み出して好ましい室内のコード群とする。次いで、このコード群と図１０のテー
ブルから、対応する室内の画像データを複数種類読み出して、これらから消費者等が室内
を選択できる画面を構成してクライアントに送信する。なお、選択可能な室内の数は、周
辺家具類と同様に２種類～６種類程度とするのが好ましい。

【００３７】
　このように、具体的な好みの出やすい周辺家具類を選択した後で、その周辺家具類に合
う内装の室内の内装を後から選択するようにしているので、消費者等は選択に迷いが生じ
にくく、また、家具が引き立つように室内の内装を選択してできる。
【００３８】
　家具精細画像生成部１３は、図１のフローチャートのＳ８０ステップを担当し、クライ
アントから室内コードの指定信号を受信したら（Ｓ７０ステップ）、処理を開始する。ま
ず、自由設計家具データ２１を読み出し、指定信号に含まれる室内コードを読み出し、そ
の室内の視点に合致するアングルとなるように座標変換して、室内に合致する向きの三次
元画像を生成する。次いで隠面処理を施し、続いて三次元画像の各部分に、自由設計家具
データ２１に従って、対応する家具精細テクスチャデータ２７の画像を貼り付ける。その
際、棚板の上や家具の上の部分のテクスチャには、本などの置物が置かれたように見える
テキスチャをランダムに選択するのが好ましい。このようにすることで、室内の視点に合
致し、リアル感のある自由設計家具の精細三次元画像が得られる。
【００３９】
　カタログ画像生成部１４は、図１のフローチャートのＳ９０～Ｓ１００を担当する。家
具精細画像生成部１３が精細三次元画像を生成すると、カタログ画像生成部１４は、Ｓ４
０ステップで受信した周辺家具類の指定信号、Ｓ７０ステップで受信した室内の指定信号
に従って、周辺家具類画像と室内画像とを記憶部から読み出す。次いで、これらを精細三
次元画像と組み合わせ、隠面処理を施してからシャドウイング処理を施し、これで目的の
カタログＣＧが得られる。これをクライアントに送信して全部の処理が終了する。
【００４０】
　以上、説明したように、自由設計家具の特徴点に合うようにあらかじめ複数種類の周辺
家具類を用意してあり、その中から消費者が選択できるようにしている。そして、消費者
等が選択した周辺家具類に合わせて室内の内装を選択できるようにしている。これらの周
辺家具類と室内とを合わせて、その中に精細化された三次元の自由設計家具画像を置くの
で、消費者の好みやライフスタイルに合わせて選択された周辺家具類に合致した内装の室
内が選択でき、消費者の迷いの余地が少なく、かつ自ら選択した旨の満足感も得られる。
さらに、家具が引き立つデザインのカタログ画像となるから、消費者の購入意欲も増進す
る。
【００４１】
　以上、カタログ生成方法の説明及び、カタログ生成装置としての専用サーバ１の構成及
び動作の説明を通じて本発明の実施の形態を説明したが、本発明は上記の具体的態様に限
定されるものではなく、様々な変型が可能である。例えば、上記では周辺家具類を選択す
るための家具の特徴点として基調色と横幅だけを考えたが、さらに、現代風やアンティー
ク風等の家具のテイスト、家具に用いられている色の組み合わせ方、硝子や木または金属
のような家具を構成する材料に対して、デザイン的に合う周辺家具類を選択できるように
しても良い。また、上記では、周辺家具類や室内の選択は、あらかじめ複数種類を特定し
たテーブルを用いて行っているが、周辺家具ごとに家具の特徴点の観点からあらかじめ点
数付けしておき、家具の特徴点に応じて候補として特定された周辺家具の点数を求め、点
数の高い順に一定数を選択して送信するようにしても良い。
【００４２】
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　また、本発明は、コンピュータに自由設計家具のカタログ生成方法を実行させるための
プログラムであってもよい。また、そのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体であってもよい。ここで、記録媒体とは、フレキシブルディスク、ＣＤ、ＤＶ
Ｄ、ＭＯ、フラッシュメモリ等のリムーバブル媒体、内蔵か外付けかを問わないＨＤ等を
いう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】専用サーバ１における処理の概略フローを示したフローチャートである。
【図２】専用サーバ１を制御面から見た概略構成を示したブロック図である。
【図３】クライアントサーバシステムの構成を示した模式図である。
【図４】自由設計家具データの例を示した概念図である。
【図５】基調色－周辺家具類テーブルの例を示した概念図である。
【図６】横幅－周辺家具類テーブルの例を示した概念図である。
【図７】周辺家具類の画像アドレスを示したテーブル例の概念図である。
【図８】周辺家具類の画像例を示す模式図である。
【図９】周辺家具類－室内テーブル例を示した概念図である。
【図１０】室内の画像アドレスを示したテーブルの概念図である。
【図１１】室内の画像例を示した模式図である。
【図１２】室内内の家具設置位置を示した概念図である。
【図１３】自由設計家具の精細三次元画像例を示した模式図である。
【図１４】精細カタログ画像の例を示した模式図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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